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70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者

限
度
額
適
用
認
定
証
を
交
付

保
険
年
金
課

☎
61
局
３
６
０
７

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
高
額
な

医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合
、
そ
の

超
え
た
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て

支
給
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

制
度
の
対
象
者
に
は
診
療
月
の

約
３
カ
月
後
に
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
が
、
70
歳
未
満
で
保
険
料
の

滞
納
が
な
い
人
は
、
事
前
に
限
度

額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
認
定
証
を
医

療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ

の
月
以
降
の
医
療
費
を
自
己
負
担

限
度
額
で
精
算
で
き
ま
す
。

※
同
月
内
に
２
カ
所
以
上
の
医
療

機
関
に
入
院
し
た
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
機
関
で
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
の
支
払
い
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す

【
認
定
証
の
交
付
】

保
険
年
金
課
（
本
庁
舎
１
階
）

か
支
所
で
申
請
し
、
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

【
認
定
証
の
更
新
】

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
認
定
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

８
月
１
日
以
降
も
必
要
な
場
合

は
、８
月
末
ま
で
に
再
度
申
請
を
。

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

加
入
の
市
民
税
非
課
税
世
帯

入
院
中
の
食
事
代
を
減
額

保
険
年
金
課

☎
61
局
３
６
０
７（
国
保
）

☎
61
局
３
９
６
１（
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
）

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
国
民

健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

医
療
機
関
に
入
院
し
た
場
合
の
食

事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
（
表
）。

減
額
を
受
け
る
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
減
額
認
定
証
を
申
請
し
、
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
認
定
証

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
そ
の
月
以
降
の
入
院
中
の
食

事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者
…
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
持
っ

て
、
保
険
年
金
課
（
本
庁
舎
１

階
）
か
支
所
へ

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
…

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

と
印
鑑
を
持
っ
て
、
保
険
年
金

課
へ

◆

次
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要

な
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
表
の
２
の
人
で
過
去
12
カ
月
の

入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
る
…
過

去
12
カ
月
で
90
日
以
上
入
院
し

た
こ
と
が
分
か
る
書
類
（
領
収

書
の
写
し
な
ど
）

※
91
日
以
降
の
食
事
代
が
さ
ら

に
減
額
さ
れ
ま
す

●
今
年
１
月
２
日
以
降
に
本
市
に

ひ
と
り
親
家
庭
、
障
害
の
あ
る

お
子
さ
ん
の
養
育
者
な
ど
に
手
当
こ
ど
も
相
談
課

☎
61
局
３
８
９
６

ひ
と
り
親
家
庭
や
、
中
程
度
以

上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
お
子
さ

ん
の
養
育
者
な
ど
に
手
当
を
支
給

し
ま
す
。

支
給
に
は
い
ず
れ
も
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。ま
た
、お
子
さ
ん
が

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

児
童
扶
養
手
当

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
な
ど
の

公
的
年
金
か
遺
族
補
償
を
受
け
て

い
る
場
合
は
対
象
外
（
※
１
）。

対
象
…
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
18
歳
未
満
（
※
２
）
の
児
童

を
育
て
て
い
る
父
親
・
母
親
、

ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
養
育

し
て
い
る
人

▼
父
母
が
離
婚
し
て
い
る

▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡
、
生
死

不
明
、
も
し
く
は
精
神
か
身
体

が
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

▼
父
ま
た
は
母
か
ら
１
年
以
上

遺
棄
さ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は

父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る

▼
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
て
い
る

▼
婚
姻
に
よ
ら
ず
生
ま
れ
た

※
１

父
ま
た
は
母
が
障
害
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
、

配
偶
者
に
対
し
て
児
童
扶
養
手

当
が
支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

※
２
18
歳
に
達
し
た
日
か
ら
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
。中
程
度
以
上

の
障
害
が
あ
る
場
合
は
、
対
象

年
齢
が
20
歳
未
満
に
な
り
ま
す

支
給
額
（
１
人
）
…
月
額
４
万
１

４
３
０
円
〜
９
７
８
０
円
（
所

転
入
…
前
住
所
地
で
発
行
す
る
平

成
25
年
度
住
民
税
非
課
税
証
明

書
（
世
帯
全
員
分
）

【
認
定
証
の
更
新
】

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
認
定
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

更
新
が
必
要
な
場
合
は
現
在
の
認

定
証
を
持
っ
て
、
保
険
年
金
課
か

支
所
で
再
度
申
請
を
。
た
だ
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
で

更
新
に
該
当
す
る
場
合
は
、
自
動

更
新
さ
れ
る
た
め
申
請
は
不
要
で

す
。
８
月
１
日
か
ら
使
え
る
認
定

証
を
７
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

入院中の食事代
標準自己負担額（１食当たり）

得
に
よ
り
異
な
る
）。
こ
の
額

に
、
第
２
子
は
５
千
円
、
第
３

子
か
ら
は
１
人
に
つ
き
３
千
円

を
加
算

支
給
月
…
４
月
・
８
月
・
12
月

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
が
障
害
を
理
由
に
公
的
年

金
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
対
象
外
。

対
象
…
重
度
ま
た
は
中
度
の
精
神

障
害
、
知
的
障
害
、
も
し
く
は

身
体
障
害
の
状
態
な
ど
（
政
令

で
定
め
る
程
度
以
上
）
に
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
育
て
て
い

る
父
親
・
母
親
、
ま
た
は
父
母

に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
人

支
給
額
（
１
人
）
…
▼
重
度
障
害

児
＝
月
額
５
万
４
０
０
円

▼

中
度
障
害
児
＝
月
額
３
万
３
５

７
０
円

支
給
月
…
４
月
・
８
月
・
11
月

手

続

き

に

は

印
鑑
、
請
求
者
と
児
童
の
戸
籍

謄
本
、
世
帯
全
員
の
住
民
票
、
請

求
者
の
預
金
通
帳
な
ど
（
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
場
合
は
、
対
象
児

童
の
障
害
程
度
に
つ
い
て
の
医
師

の
診
断
書
な
ど
も
）が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

こ
ど
も
み
ら
い
課

☎
61
局
３
８
９
１

幼
稚
園
児
の
い
る
家
庭
に

補
助
金
を
交
付

幼
稚
園
に
通
う
子
ど
も
の
保
護

者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
私
立
幼
稚
園
等
就
園
奨
励
費

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
市

外
の
私
立
幼
稚
園
に
通
園
し
て
い

る
子
ど
も
や
、
年
度
の
途
中
で
入

園
（
12
月
31
日
ま
で
）
し
た
子
ど

も
も
対
象
で
す
（
※
）。

補
助
額
は
、
今
年
度
に
納
付
す

べ
き
市
民
税
所
得
割
額
や
兄
姉
の

状
況
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

６
月
１
日
時
点
で
就
園
し
て
い

る
子
ど
も
が
い
る
世
帯
に
、
７
月

上
旬
に
幼
稚
園
を
通
じ
て
お
知
ら

せ
を
配
布
し
ま
し
た
。
ま
だ
受
け

取
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
通
っ
て

い
る
幼
稚
園
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
幼
稚
園
に
準
ず
る
施
設
に
通
っ

て
い
る
子
ど
も
も
対
象
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は

施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
を

お
さ
か
子
ど
も
の
家
を
開
設

青
少
年
課

☎
61
局
３
８
８
６

７
月
８
日
、
小
坂
小
学
校
正
門

前
（
旧
北
鎌
倉
美
術
館
）
に
、
同

小
学
校
区
の
児
童
を
対
象
と
し
た

学
童
保
育「
お
さ
か
子
ど
も
の
家
」

（
＊
）
を
開
設
し
ま
し
た
。

ま
た
、
今
秋
に
は
、
同
じ
建
物

内
に
「
小
坂
子
ど
も
会
館
」（
＊
）

を
開
館
す
る
予
定
で
、
現
在
工
事

を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
ご
利

用
い
た
だ
い
た
「
お
お
ふ
な
第
二

子
ど
も
の
家
」
と
「
大
船
第
二
子

ど
も
会
館
」
は
閉
館
し
ま
し
た
。

【
お
さ
か
子
ど
も
の
家
】

所
在
地
…
大
船
２
１
３
５
番
地

定
員
…
80
人

＊
子
ど
も
の
家
…
共
働
き
家
庭
な

ど
、
昼
間
保
護
者
が
家
に
い
な

い
家
庭
の
小
学
校
児
童
を
預
か

る
施
設
。
利
用
に
は
申
請
が

必
要
で
利
用
料
が
か
か
り
ま
す

＊
子
ど
も
会
館
…
乳
幼
児
か
ら
中

学
生
ま
で
の
子
ど
も
が
、
自
由

に
来
館
し
て
遊
べ
る
施
設

「
リ
ユ
ー
ス
食
器
」

で
イ
ベ
ン
ト
の
ご

み
を
減
ら
そ
う
！

家
庭
系
燃
や
す
ご
み
の
中
に

最
も
多
く
混
入
し
て
い
る
資
源

物
は
紙
類
で
、
そ
の
重
量
は
全

体
の
約
10
％
に
相
当
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ご
み
を
減
ら
す

た
め
、イ
ベ
ン
ト
や
お
祭
り
で
、

使
い
捨
て
の
紙
皿
や
紙
コ
ッ
プ

で
は
な
く
、
何
度
も
繰
り
返
し

使
用
で
き
る
リ
ユ
ー
ス
食
器
を

使
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

【
リ
ユ
ー
ス
食
器
と
は
】

洗
浄
し
て
繰
り
返
し
使
え
る

皿
や
コ
ッ
プ
、
お
わ
ん
、
箸
、

ス
プ
ー
ン
な
ど
の
こ
と
で
す
。

【
対
象
事
業
と
補
助
金
】

自
治
・
町
内
会
、
商
店
会
な

ど
が
主
催
し
、
市
内
で
開
催
す

る
イ
ベ
ン
ト
で
、
リ
ユ
ー
ス
食

器
を
合
計
１
０
０
個
以
上
使
う

場
合
、
利
用
費
の
２
分
の
１
の

補
助
金
（
上
限
５
万
円
）
を
交

付
し
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

イ
ベ
ン
ト
実
施
日
の
２
週
間

前
ま
で
に
、
リ
ユ
ー
ス
食
器
利

用
費
補
助
金
交
付
申
請
書
と
見

積
書
、
事
業
計
画
書
を
資
源
循

環
課（
本
庁
舎
１
階
）へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
と
事

業
計
画
書
は
同
課
ま
た
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
で
き
ま
す
。

ご
み
を
減
ら
し
て
環
境
に
や

さ
し
い
イ
ベ
ン
ト
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

資
源
循
環
課
…
☎
61
局
３
３
９
６

１ 一般（下記２、３以外の人） 260円

２
市民税非課
税世帯低所
得Ⅱ※１

90日までの入院 210円
過去12カ月で90日
を超える入院

160円

３ 低所得Ⅰ※２ 100円

※１ ①70歳以上の国保または後期高齢
者医療保険加入者で、属する世帯の世
帯主および国保加入者全員（後期高齢
者医療保険加入者の場合は同一世帯の
人全員）が市民税非課税の人 ②非自
発的失業者に対する保険料の軽減を受
けている世帯で低所得者の所得区分判
定により所得基準以下となる人［所得
基準＝33万円＋（被保険者数＋特定同一
世帯所属者数）×35万円］

※２ ※１に該当し、かつ、その世帯の各
所得が必要経費・各種控除額（年金の
所得は控除額を80万円として計算）を
差し引いたときに０円となる人

リユース食器。
ほかのタイプもあります

かまくら３R推進キャラクター
（ぽん太・にゃん丸・ひめ）














